
医療法人水の木会 萩病院 

 

（令和７年４月１日現在） 

 

Ⅰ 中国四国厚生局長の指定を受けた保険医療機関です。 

 

Ⅱ 診療日及び診療時間 

  月～金 ９：００～１２：００  １３：３０～１７：００ 

  土 ９：００～１２：００（第１、３、５週のみ）  日祝 休み 

 

Ⅲ 次の施設基準に適合している旨の届出を行っています。 

○精神病棟入院基本料（１５対１） ○看護配置加算 ○看護補助加算 

○精神科身体合併症管理加算 ○精神科地域移行実施加算 

○精神科救急搬送患者地域連携受入加算 ○療養環境加算 

○薬剤管理指導料 ○精神科作業療法 

○医療保護入院等診療料 ○精神科デイ・ケア「大規模なもの」 

○精神科ショート・ケア「大規模なもの」 

○在宅時医学総合管理料及び施設入居時等医学総合管理料 

○ＣＴ撮影及びＭＲＩ撮影 

 

Ⅳ 入院時食事療養（Ⅰ）の届出を行っており、管理栄養士によって管理   

された食事を適時（夕食については午後６時以降）、適温で提供しています。 

 

入院時食事療養費の標準負担額について（１食につき） 

区分 標準負担

額 

① 一般（住民税課税世帯） ５１０円 

② 住民税非課税世帯 

（③を除く） 

過去１２ヶ月の 

入院日数 

９０日以

下 

２４０円 

９１日以

上 

１９０円 

③ ②のうち、所得が一定基準に満たない方など １１０円 

 

 

 



Ⅴ 明細書発行体制について 

  当院では、医療の透明化や患者さんへの情報提供を積極的に推進していく

観点から、平成２２年４月１日より、領収証の発行の際に、個別の診療報酬の

算定項目のわかる明細書を無料で発行することと致しました。 

  また、公費負担医療の受給者で医療費の自己負担のない方についても、平成  

３０年４月１日より、明細書を無料で発行することと致しました。 

なお、明細書には、使用した薬剤の名称や行われた検査の名称が記載される  

ものですので、その点、ご理解いただき、ご家族の方が代理で会計を行う場合

のその代理の方への発行も含めて、明細書の発行を希望されない方は、会計 

窓口にてその旨お申し出ください。 

 

Ⅵ 保険外負担に関する事項 

当院では、別紙の項目について、その使用量、利用回数に応じた実費の負担

をお願いしています。ご不明な点は外来窓口にてお尋ねください。なお、衛生

材料等の治療（看護）行為及びそれに密接に関連した「サービス」や「物」に

ついての費用の徴収や、「施設管理費」等の曖昧な名目での費用の徴収は、  

一切認められていません。 


